
 

 

 

法人が平成 23 年４月１日以後終了する事業年度（又は連結事業年度）において、

法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申

告書に添付して税務署に提出する必要があります（租税特別措置の適用状況の透明化

等に関する法律第３条）。 

法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する

必要がありますが、これまで税務署に提出いただいた適用額明細書の中には、次のよ

うな誤りが多く見受けられます。 

適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出

していただく必要がありますので、適用額明細書の作成に当たっては、ご注意くださ

い。 

なお、適用額明細書の記載に当たって、ご質問、ご不明な点がございましたら、最

寄りの税務署にお問い合わせください。 
 
 
  

適適用用額額明明細細書書のの記記載載にに当当たたっってて  
～ 適用額明細書の正確な記載のお願い ～ 

【よくある記 載 誤 り】 

① 法人税申告書別表からの転記誤り  
「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、

法人税申告書別表一（一）等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金

額又は欠損金額」の各欄の金額を記載してください。 

※ 欠損金額の場合は、金額に「△」又は「－」を付してください。 

 

② 区分番号の記載誤り  
「区分番号」は、税制改正に伴い同一措置であっても改正前後で「区分番号」が異な

る場合がありますので、適用する対象事業年度の「区分番号」を記載してください。 

「区分番号」の記載に当たっては、適用する対象事業年度の「適用額明細書の記載の

手引」を参照してください。 
 

（参照先） 「国税庁ホームページ」（www.nta.go.jp）→「パンフレット・手引き」→

「法人税関係」→「適用額明細書に関するお知らせ」 
    

③ 適用限度額がある措置の適用額の記載誤り  
「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額がある措置については、適用限度

額を超えないように適用額を記載してください。 
 

④ 「所得金額が０円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の 

記載誤り  
「所得金額又は欠損金額」欄が０又はマイナスの金額（欠損金額）である場合は、「税

額控除」や「中小企業者等の法人税率の特例」の措置の適用はありませんので、適用の

ない措置の記載は必要ありません。 
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【よくある記載誤り】 
 
法人税申告書別表からの転記誤り 

  
法人税申告書別表一（一）等の「期末現在の資本金の額

又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄の

金額と同額を記載してください。 
 
※ 欠損金額の場合は、金額に「△」又は「－」を付してくだ

さい。 

 
【よくある記載誤り】 
 
「所得金額が０円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り 

 
「所得金額又は欠損金額」欄が０又はマイナスの金額（欠損金額）である場合は、「税額控除」（例えば、第

42 条の４第６項等）や「中小企業者等の法人税率の特例」（例えば、第 42 条の３の２第１項第１号等）の

措置の適用はありませんので、適用のない措置の記載は必要ありません。 

 
【よくある記載誤り】 
 
区分番号の記載誤り 
 
「区分番号」は、税制改正に伴い同一の措置であっても改正前後で「区分番号」が異なる場合がありますので、

適用する事業年度の「区分番号」を国税庁ホームページに掲載されている対象事業年度の「適用額明細書の記載の

手引」を参照し記載してください。 
 
(例) 普通法人が平成 25 年３月 31 日終了事業年度において「中小企業者等の法人税率の特例」の措置を適用する場合 

   ・正（改正後） ： 「00380」 

   ・誤（改正前） ： 「00001」（平成 24 年３月 31 日終了事業年度の当該措置の区分番号） 
  
《参照先》 

  「国税庁ホームページ」（www.nta.go.jp）→「パンフレット・手引き」→「法人税関係」 

→「適用額明細書に関するお知らせ」 

【よくある記載誤り】 
 
適用限度額がある措置の適用額の記載誤り 

 
「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額が

ある措置については、適用限度額を超えないように適用

額を記載してください。 
 
(例)  「中小企業者等の法人税率の特例」の適用額は、年 800

万円が限度とされていますので、所得金額が 900 万円で

ある場合は、「8,000,000」円（800 万円）と記載してく

ださい。

よよ くく ああ るる 記記 載載 誤誤 りり  

（平成25年12月現在）


